
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相続した不動産（土地･建物）についての相続登記

は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要

です。長い間、相続登記をしないままでいると、更

に２次３次の相続が発生し、手続がますます難しく

なってしまうことがあります。トラブルを未然に防

ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。 

問い合わせ  

≪宮城県司法書士会≫ 無料電話相談:月～金（祝日

除く）13:00～20:00 相談専用電話☎022･221･

6870 0120･216･870  

≪仙台法務局不動産登記部門≫ （登記相談は予約制） 

予約電話番号☎022･225･5767 

 

 

 

 

大事な面接の前に自分でできる就活メイクをマス

ター。キレイと自信を持ち帰りましょう。 

※スーツまたはジャケット着用のうえご参加くださ

い 

◆日時＝11 月 17 日（木）9:30～11:30 

◆会場＝エル・ソーラ仙台（アエル 29F） 

◆講師＝資生堂ジャパン㈱北日本事業部 

◆対象＝原則として市内在住の母子家庭の母、寡婦

の方、離婚を考えている子育て中の女性 

◆定員＝15 名（参加費：無料） 

 

 

 

 

 

 

 

◆託児＝6 カ月～未就学児(無料/要申込/先着順） 

申し込み・問い合わせ 10 月 6 日９:00 から電話

で仙台市母子家庭相談支援センター☎212･4322 

 

 

 

 

◆日時＝10 月２日(日)10:00～15:00 

◆会場＝仙台法務局本局、仙台法務局古川支局、仙

台法務局石巻支局、仙台法務局気仙沼支局  

※宮城県内４か所で同時開催 

◆内容＝相続登記、土地の境界問題（筆界特定）、不

動産・会社法人の登記申請、戸籍、供託及び人権に

関する相談 

◆その他＝相談は無料で、秘密は厳守されます。事

前の予約も可能です（※予約がなくても相談できま

すが、予約の方を優先させていただきます） 

法務局職員、公証人、人権擁護委員、弁護士※、司

法書士及び土地家屋調査士が皆様からの相談に応じ

ます。なお、相談の予約及び詳細については、問い

合わせ先までお願いします。 

※弁護士による相談は、仙台法務局本局及び気仙沼

支局のみの実施となります（要事前予約）。      

予約・問い合わせ 

仙台法務局本局☎022･225･5720 

仙台法務局古川支局☎0229･22･0510 

仙台法務局石巻支局☎0225･22･6188 

仙台法務局気仙沼支局☎0226･22･6692 

※裏面にもお知らせがあります 

 

 

 

 

 

 

 

被災された方のための 

生活支援情報 

第 73 号 

平成 28年 9 月 28日 

仙台市健康福祉局生活再建推進室 

TEL 214･8559 FAX 214･5130 

〒980-8671仙台市青葉区国分町 3-7-1 

市役所・区役所などの電話番号 

仙台市役所  ☎261･1111㈹ 

青葉区役所  ☎225･7211㈹ 

宮城野区役所 ☎291･2111㈹ 

若林区役所  ☎282･1111㈹ 

太白区役所  ☎247･1111㈹ 

泉区役所   ☎372･3111㈹ 

宮城総合支所 ☎392･2111㈹ 

秋保総合支所 ☎399･2111㈹ 

仙台市ホームページ 
http://www.city.sendai.jp/ 

 
仙台市携帯電話用ホームページ 
http://www.city.sendai.jp/m/ 

ママのための“今日から始める”し
ごと準備セミナー「就活のための好
印象メイクレッスン」 

「未来につなぐ相続登記」 
～相続登記はお済みですか？～ 
 

全国一斉！法務局休日相談所 
「忘れていませんか？相続登記」 
を開設します 
 



 

 

 

交際相手との間に起こる暴力、デート DV。まわ

りが気づいたときにできることを考え、若い世代の

ＤＶ防止に役立てるための講座です。 

◆日時＝11 月 12 日(土)13:30～15:30 

◆会場＝エル・ソーラ仙台 

◆定員＝70 名（参加費：無料） 

◆託児＝6 カ月以上小学校 1 年生まで（一人 300

円・要申込/先着順） 

申し込み・問い合わせ 10 月６日９:00 から電話

でエル・ソーラ仙台 相談支援係☎268･8302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さまざまな生活の困りごとについて司法書士が、

こころの健康について保健師・臨床心理士・精神保

健福祉士が相談に応じます。 

◆日時＝10 月 11 日(火)13:00～16:00 

◆会場＝宮城県司法書士会館（青葉区春日町 8-1） 

◆対象＝市内にお住まいか通勤・通学している方 

申し込み 電話で宮城県司法書士会☎263･6755 

（9:00～17:00） 

問い合わせ  精神保健福祉総合センター☎265･

2191 

★「被災された方のための生活支援情報」の送付先の変更や、送付の停止については、仙台市健康福祉局

生活再建推進室☎214･8559までご連絡ください。 

被災された方のための生活支援情報 第 73号 

生活困りごとと、こころの健康相談会 

 
ＳＴＯＰ！DV市民講座「デートDVに気
づいたら～10代・20代の被害」 


